
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

六

七

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
六
七
号

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
治
と
外
務
省
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
政
治
と
外
務
省
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
記
載
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

何
を
も
っ
て
「
臆
病
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
」
、
「
喜
ん
で
や
り
ま
す
と
い
う
モ
ラ
ル
」
及
び
「
後
遺
症
で
怖
じ
気
づ
い
て

い
る
」
と
判
断
す
べ
き
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
外
務
省
と
し
て
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
務
省
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
国
益
を
踏
ま
え
た
外
交
を
強
力
に
展
開
し

て
ま
い
り
た
い
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

外
務
省
職
員
の
う
ち
一
般
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
者
の
定
年
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
二
の
規
定
等
に
従
い
、
一
般
に
は
年
齢
六
十
年
で
あ
る
。
御
指
摘
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定

年
は
、
人
事
院
規
則
一
一－

八
（
職
員
の
定
年
）
第
四
条
の
規
定
に
従
い
、
年
齢
六
十
二
年
で
あ
る
が
、
定
年
前
に
勧
奨
を

受
け
て
退
職
し
た
も
の
で
あ
る
。


